
 

 

 

 

○ 今後、『法人課税』についての議論をより効率的に行うため、総会の下に『法

人課税ディスカッショングループ（以下、法人課税ＤＧという。）』を開催する。 

 

 

○ 法人課税ＤＧにおいては、必要に応じて外部有識者からのヒアリングや事務

局からの説明を聴取し、委員及び特別委員間で意見表明・意見交換等を行う。 

 

 

○ 法人課税ＤＧでの議論の模様は総会に報告され、総会ではこれを基に審議を

行う。 

 

 

○ 各委員の希望を踏まえ参加する者を決定することとする。また、各ＤＧには

座長を置き、座長が議事を整理する。 

 

 

○ 法人課税ＤＧにおいて想定される具体的なテーマ等は、以下のとおり。 

 

 想定される議題、テーマ 

・法人実効税率のあり方 

・課税ベースのあり方 

・政策効果の検証 

・他の税目との関係  等 

 

  開催日程 

・第１回 ３月上旬【Ｐ】 

 

法人課税ディスカッショングループの開催について（案） 

平 2 6 . ２ . 1 3 

総 ５ － ４  

 

 


